


社外監査役の北村敬子氏は、会計分野における大学教授の



役員報酬の決定方法は、客観性および透明性を確保するた

め、社外取締役が半数以上を占める指名・報酬委員会におい

て審議し、その答申を踏まえ取締役会で決定しております。




